
受講が完了したら、必ず報告をしてください。 

 

受講期間 ： 令和８年３月２日（月）～令和８年３月３１日（火）  

報告期限 ： 令和８年４月 30 日（木） 

報告方法 ： LoGo フォーム（以下 URL 又は右 QR コード）から報告 

 https://logoform.jp/form/79j2/915065 

※１事業所番号につき、１件の報告をお願いします。 

        （サービスごとの報告は不要です。） 
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